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文教マニュアルｐ34～36 参照 

調査表（RC 造） 
一部調査項目が違います。 
 
文教マニュアル 
を参照し調査して下さい。 
 

【落下危険物・転倒危険物の除去等】 
危険度判定前に可能な限り危険物の除去・固定、防護物の設置、注意喚起表示などの措置を行ってください（必要に

応じ避難所運営員等に指示してください）。その状況に応じてＡ～Ｃランクを再判定し、総合判定してください。 
 
 
 
 
 

別紙４ 記入ガイド（ＲＣ造） 

文教マニュアルｐ38 参照 

【コメント欄の記入】 
避難開設・運営の可否判定に影響します。特に判定結果が“要注意（黄色ステッカー）”になる場合は、次の記入例

を参照に、状況を詳細に記入してください。危険物の除去等の措置は、もれなく記入・報告してください。 
 

 

（記入例） 構造躯体は「調査済み」判定とします。また落下・転倒危険物については、⑧⑨の項目で 

・ブロック塀が傾いているため注意喚起し、近寄らないよう措置をすることでＡランクとなり得ます。 

・壁掛け時計が落下する危険性あるため、その部分を撤去することで、Ａランクとなり得ます。 

      以上を条件に総合判定を「調査済み」とすることも可能です。 

 

 

記入不要 

（あらかじめ印字済み） 

調査者 ＝ 安全確認協力員 

 立会い者 ＝ 避難所運営員 

判定順位番号（あらかじめ赤で印字済み） 

※施設台帳の「施設の配置図」中の付番に対応します。 


